
開 会 ただいまから、令和６年 7 月教育委員会定例会を始めさせていただ

きます。初めに、教育長よりご挨拶をお願いいたします。

教育長 教育長挨拶。

次長 ありがとうございました。それでは、会議録署名人の指名及び会議

録作成人の指名について教育長よりお願いします。

教育長 会議録署名人の指名でございますが、規則第 17 条第 2 項によりま

して、Ｄ委員にお願いいたします。会議録作成人につきましては、規

則第 18 条第 2 項によりまして、事務局にお願いいたします。

次長 それでは、会議次第５付議事項、会議次第６報告事項に入らせてい

ただきます。進行につきましては教育長にお願いします。

教育長 それでは、進行を務めさせていただきます。本日の定例会では、「令

和７年度使用教科用図書採択について」が議題とされています。教科

用図書の採択については、去る６月１２日開催された、第１回茨城県

第１１採択地区教科用図書選定協議会において、「令和７年度使用教科

用図書の採択に係る情報公開対応方針」が議題として諮られ、８月３

１日までは採択期間であり、９月１日に茨城県が公表するまで公表を

しないと議決されたところです。９月１日以降に公開する項目は、選

定協議会議事録、選定理由書、選定協議会委員名であり、９月１日以

降も非公開は選定協議会の会議、調査部会作成資料、調査委員名とな

っており、この公開・非公開項目は、各市町に情報公開請求が来た場

合も含まれる取り扱いとなっています。このことから、本定例会にお

いて傍聴者等がいた場合、教科書採択に係る情報が五霞町から流出す

る懸念がございます。上記の事から、皆様にお諮りさせていただきま

す。本日の議題、「令和７年度使用教科用図書採択について」は、五霞

町教育委員会会議規則第１５条の規定を用いて秘密会としたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。

全委員 はい。

教育長 異議なしと認め、本日の議題、「令和７年度使用教科用図書採択につ

いて」は秘密会といたします。

それでは、議案第５号令和７年度使用教科用図書の採択について議

題といたします、事務局より説明お願いします。

事務局 資料に基づき、議案第５号令和７年度使用教科用図書の採択につい

て、説明。

教育長 事務局から説明がありました。議案第５号令和７年度使用教科用図

書の採択についてご異議ございませんか。

全委員 はい。

教育長 異議なしとして、原案のとおりといたします。続きまして、議案第



６号区域外就学について、事務局から説明をお願いいたします。

事務局 資料に基づき、議案第６号区域外就学について、説明。

教育長 事務局から説明がありました。ご意見、ご質問等ございますか。

質問等ないようなのでお諮りいたします。議案第６号区域外就学に

ついて異議ございませんか。

全委員 はい。

教育長 異議なしとして、原案のとおりといたします。続きまして、議案第

７号五霞町学校運営協議会規則の一部を改正する規則について、事務

局から説明をお願いいたします。

事務局 資料に基づき、議案第７号五霞町学校運営協議会規則の一部を改正

する規則について、説明。

教育長 事務局から説明がありました。ご意見、ご質問等ございますか。

検討委員会で出された意見を元に修正をいたしました。また、第６

条に追加された内容ですが、各校で力を入れている活動について専門

性の高い方を雇って欲しいなどの意見を述べることができるよう内

容を追加しています。

質問等ないようなのでお諮りいたします。議案第７号五霞町学校運

営協議会規則の一部を改正する規則について異議ございませんか。

全委員 はい。

教育長 異議なしとして、原案のとおりといたします。続きまして、議案第

８号五霞町社会教育団体事業補助金交付要綱の制定について、事務局

から説明をお願いいたします。

事務局 資料に基づき、議案第８号五霞町社会教育団体事業補助金交付要綱

の制定について、説明。

教育長 事務局から説明がありました。ご意見、ご質問等ございますか。

Ａ委員 町長が交付するのですか。

次長 予算の執行権は教育委員会にありませんので、町長に申請し、町長

が交付決定を行います。

Ａ委員 町長の一存で決定しますか。

次長 予算の段階で示していますので、申請内容が適正かつ公平性公益性

が認められれば、交付決定となります。

教育長 他に質問等ないようなのでお諮りいたします。議案第８号五霞町社

会教育団体事業補助金交付要綱の制定について異議ございませんか。

全委員 はい。

教育長 異議なしとして、原案のとおりといたします。続きまして、報告事

項に移ります。報告第１１号後援名義使用申請について、事務局から

説明をお願いいたします。



事務局 資料に基づき、報告第１１号後援名義使用申請について、説明。

教育長 事務局から説明がありました。ご意見、ご質問等ございますか。

質問等ないようですので報告第１１号につきましては、報告のとお

りといたします。続きまして、報告第１２号８月の行事予定について、

事務局から説明をお願いいたします。

事務局 資料に沿って、報告第１２号８月の行事予定について、説明。

事務局 資料に沿って、報告第１２号８月の行事予定について、説明。

教育長 事務局から説明がありました。ご意見、ご質問ございますか。

Ｂ委員 ８月から実施される学習支援を見学してもよろしいですか。

次長 日にちを事前にご連絡いただければ、ご案内いたします。

教育長 他に質問等ないようですので報告第１２号につきましては、報告の

とおりとさせていただきます。以上をもちまして、議事のすべてを終

了いたします。進行を事務局にお返しいたします。

次長 ８月の定例会ですが８月２２日木曜日の午前９時３０分から開催い

たします。以上をもちまして、７月教育委員会定例会を終了させてい

ただきます。本日はありがとうございました。


